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研究要旨  鎮咳薬など一般用医薬品（OTC 薬と表記）の乱用・依存症例が引き続き報告されている。薬事法

改正により OTC 薬の販売制度が大きく変更される中で、薬局における「販売」という視点から、薬物乱用・

依存の防止策が論じられることはこれまでになかった。本研究では、OTC 薬の大量・頻回購入の実態の一端

を明らかにすること目的に、OTC 薬依存者、チェーンドラッグストア勤務薬剤師、うつ自殺予防対策の「富

士モデル事業」における薬剤師連携に携わる薬剤師を対象とする面接調査を実施し、以下の知見を得た。 
１） 購入時に症状や使用目的を確認する薬剤師の「声かけ」は、大量・頻回購入の抑止力となる可能性がある。

２） 現在、努力義務とされている「指定第2類医薬品」の対面販売を義務化することで、薬剤師が大量・頻回

購入者に積極的に関われる可能性がある。 
３） OTC 薬の大量・頻回購入時に、薬物乱用・依存のリスクや相談援助機関の情報が記載されたリーフレッ

トを配布することで薬物乱用防止につながるかもしれない。 
４） 薬剤師（特にチェーンドラッグストア勤務薬剤師）向けのOTC薬の乱用・依存に関する研修が必要であ

る。しかし、薬局薬剤師のOTC 薬の乱用・依存に関する薬剤師の知識の程度や、現場での実践（大量・

頻回購入者への声かけ経験など）に関する量的データは依然として不明であり、疫学調査により実態把握

をしながら、研修内容を組み立てることが求められよう。 

 

Ａ．研究目的 

一般用医薬品とは、医師の処方せんがなくても、

薬局や薬店で購入できる医薬品のことであり、市

販薬、OTC（Over-The-Counter）医薬品とも呼

ばれている（以下、OTC 薬と表記）。OTC 薬の中

には、歴史的に乱用・依存の対象とされてきた医

薬品が存在する。一部の鎮咳薬・総合感冒薬・鎮

痛薬・鎮静剤がそれに該当する。 
OTC 薬による乱用・依存症例は、全国の精神科

医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査

（以下、病院調査）において報告されており、覚

せい剤症例に比べれば少数ではあるものの、複数

の乱用・依存症例が引き続き報告されている 1~3)。

薬物依存症回復支援施設であるダルクにおいては、

鎮咳薬依存者は入所者の 18%を占めると報告さ

ている 4)。 
1980 年代に社会問題となった市販鎮咳薬ブロ

ン液®については、これまで様々な角度から研究

されてきた OTC 薬であろう。例えば、ブロン液®
乱用による病態（幻覚妄想、感情障害などの精神

障害）に関する臨床研究では、配合物質である

MethylephedrineやDihydrocodeineが着目され、

精神障害を引き起こす責任物質の特定をめぐり議

論が続けられてきた 5～8)。また基礎研究の分野で

は、Suzuki らの Dihydrocodeine の精神依存性に

関する研究が知られている 9,10)。 
しかし、薬物乱用者にとって OTC 薬の主たる

入手場所となる薬局・薬店における「販売体制」

や、主たる販売者である「薬剤師」に着目した研

究はほとんど報告されていない。 
近年、OTC 薬の「販売制度」が大きく変更され

た。2009 年 6 月に施行された、改正薬事法にお

けるリスク分類と販売方法に関する変更である。

この改正では、すべての OTC 薬を医薬品のリス

クの程度に応じ、第一類医薬品から第三類医薬品

までの 3 グループに分類された 11)。 
「第 1 類医薬品」は、OTC 薬としての使用経験

が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含

む医薬品であり、処方せん薬から OTC 薬として

認可された、いわゆる「スイッチ OTC」が該当す

る。「第 2 類医薬品」は、まれに入院相当以上の

健康被害が生じる可能性はある成分を含む医薬品

であり、病院調査において乱用・依存の対象とし

て報告されている OTC 薬の多くがこの分類に該
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当する。一方、「第 3 類医薬品」は、日常生活に

支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が

起こる恐れのある成分を含むものされ、ビタミン

剤や整腸剤などが該当する。 
「第 1 類医薬品」は販売者を薬剤師に限定して

いるが、「第 2 類医薬品」は、薬剤師のみならず、

改正薬事法により新設された「登録販売者」でも

販売可能である。また、「第 1 類医薬品」は、対

面販売および書面を用いた情報提供が義務付けら

れている一方で、「第 2 類医薬品」における対面

販売や情報提供は「努力義務」にとどまっている。 
 「第 2 類医薬品」のうち、特別の注意を要する

ものとして「指定第 2 類医薬品」という下位分類

がある 12)。市販鎮咳薬の乱用・依存に関する責任

物質として議論されてきた Dihydrocodein や

Methylephedrine は「指定第 2 類医薬品」に指定

されている。 
しかし、「指定第 2 類医薬品」は、その陳列方法

や表示方法に若干の規定があるのみであり、販売

者（薬剤師および登録販売者）や販売方法（対面

販売は努力義務）に関する規定は「第 2 類医薬品」

と同様である。 
したがって、現状の販売制度下では、乱用・依

存のリスクが危惧される OTC 薬は、薬剤師によ

る対面販売でなくても購入可能な状態にある。ま

た、OTC 薬のインターネットによる販売は、規制

に向けた検討が進められているが 13)、現在は経過

措置として、過去に購入した当該薬局から継続購

入する場合は、インターネットによる販売が認め

られている。 
つまり、薬物乱用の観点からみれば、医薬品適

正使用の門番ともいえる薬剤師に一度も会うこと

なく、目的とする OTC 薬を大量に入手すること

が可能な販売体制であることには変わりはないと

いえよう。 
筆者らが実施した実態調査によれば、薬剤師の

19.5%が Methylephedrine や Dihydrocodeine を

配合している鎮咳薬・総合感冒薬の大量販売（3
箱以上と定義）を顧客から求められた経験を有し

ていた 14)。ただし、この調査は改正薬事法が施行

される前のデータであり、対象者の多くは調剤を

中心とする薬局に勤務する薬剤師であり、OTC 薬

販売を中心業務とするチェーンドラッグストアに

おける薬剤師はむしろ少数である点に留意する必

要がある。 

一方、OTC 薬頻回購入者に対する取り組みとし

て、静岡県「富士モデル事業」における薬剤師連

携が知られている。これは「うつ自殺予防対策」

において、薬剤師をゲートキーパーとして活用し

ているものである。2003 年に睡眠改善薬として発

売が開始された Diphenhydramine 錠（ドリエル

®）の頻回購入者をうつ病のハイリスク群と位置

づけ、2 週間以上続く不眠の有無や、医療機関受

診の有無を薬剤師が確認し、リーフレットなどを

用いて受診勧奨を行っている 15,16)。 
 本研究では、乱用・依存が報告されている OTC
薬の頻回・大量購入者を薬物依存のハイリスク群

と位置づけ、OTC 薬の販売に従事する薬剤師（あ

るいは登録販売者）を問題解決のためのキーパー

ソンと捉えたい。 
 以上を背景として、本研究では（研究 1）薬物

依存患者より薬局での OTC 薬購入についての情

報得ること（研究 2）チェーンドラッグストアに

勤務する薬剤師より頻回・大量購入の現状につい

ての情報を得ること、（研究 3）「富士モデル事業」

における薬剤師連携の取り組みから OTC 薬乱用

・依存の防止に応用できる情報を得ることの 3 点

を研究目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

1) 対象者 
研究 1～3 における対象者は以下の通りであった。 
研究 1：ダルクに入所中の薬物依存者 2 名 
研究 2：チェーンドラッグストア勤務薬剤師 6 名 
研究 3：「富士モデル事業」に関わる薬剤師 2 名、

精神科医 1 名、保健師 1 名 
 
2) 調査方法 
対象者への個別面接（グループインタビューも含

む）による情報収集、電話・メールによる情報収

集、対象者から得た各種資料 
 
3) 調査項目 
研究 1：主たる使用薬物、OTC 薬の乱用歴、乱用

時のエピソード、主な副作用、OTC 薬の入手場所、

購入時のエピソード、基本属性など 
研究 2：鎮咳薬・総合感冒薬など乱用・依存の対

象となっている OTC 薬の頻回・大量購入に関す

る現状、チェーンドラッグストアにおける OTC
薬販売時における薬剤師のかかわり、チェーンド
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ラッグストアにおける OTC 薬乱用・依存の予防

的介入の実現可能性 
研究 3：「富士モデル事業」における薬剤師のかか

わり、睡眠改善薬の頻回購入者の特徴 
 
（倫理面への配慮） 

本研究では、氏名や住所など個人を特定し得る

情報を一切取り扱わない。対象者へのインタビュ

ーに際しては、研究目的を説明した上で、得た情

報を研究のために利用することに対する同意を得

た上で実施した。 
 
4)データ分析 

インタビューで得た質的データは、内容分析を

行い、調査項目のカテゴリごとに整理した。また、

文意を損ねることがないように注意しながら、文

体を整えた。なお、発言をそのまま記載する方が

内容を伝えやすいと判断されるデータについては、

口語体で掲載した（斜体文字で掲載）。 

 

Ｃ．研究結果 

1. OTC 薬依存者へのインタビュー（研究 1） 
 
1) 事例 1 男性、23 歳 
主たる使用薬物：ブロン錠®（19~22 歳） 、新ト

ニン咳止め液®（19~22 歳） 
OTC 薬乱用歴：19 歳、友人から教わったブロン

錠®、新トニン咳止め液®の乱用を開始。1 回の使

用量は、ブロン錠®1 ビン（84 錠）と新トニン咳

止め液®1 本。 
主な副作用：寒気、下痢、じっとしていられない

・下肢のむずむず感などの離脱症状 
OTC 薬の入手場所：チェーンドラッグストア 
OTC 薬以外の乱用歴：脱法ハーブ（サルビア、ブ

ルーロータス、スパイス、スパイスゴールドなど）

と向精神薬（サイレース、レキソタン、デパス、

パキシル、ハルシオン、ベゲタミン A）。いずれも

インターネットで購入。 
 
乱用時のエピソード：「ブロン錠®1 ビンを咳止め

シロップで流し込んでいました。乱用すると頭が

冴えわたり、クールで冷静な状態になるんだけど、

身体はだるく、重たいような感じで・・・それが

楽しかった。」 
 

OTC 薬購入時のエピソード：「ドラッグストアで

は一つか二つくらいしか一度に売ってくれないの

で、顔がバレないように複数のドラッグストアを

週末にまわって、大量に買い込んでいました。」 
「ブロンがレジ裏に置いてある薬局は、薬剤師

の目が届きにくいから買いやすいですね。レジに

いるのは、だいたいアルバイトなので特に怪しま

れることなく購入ができますし。」 
「逆に、薬剤師がいるカウンターとレジが近い

薬局は、薬剤師に怪しまれる可能性が高いので買

いにくいですよ。たくさん買おうと思ってレジに

行ったら薬剤師に注意されたこともありました。

以前、薬剤師に声をかけられ、『どんな症状です

か？』と聞かれたことがあったのですが、当然症

状なんてないわけで、バレたくないので、適当に

話をごまかして逃げてきました。あの薬局には二

度と行きたくないって思いましたね。」 
 

 
2）事例 2 男性、31 歳 
主たる使用薬物：ブロン「カリュー」® （17~25
歳） 
OTC 薬乱用歴：17 歳、友人から教わったブロン

「カリュー」®を使用開始。1 日の使用量は少な

い時で 1 日 6 箱、多い時では 1 日 10～12 箱を乱

用。 
主な副作用：極度の便秘症、不眠、不安感、イラ

イラ、うつ症状、じっとしていられないなどの離

脱症状 
OTC 薬の入手場所：個人経営の薬局 
OTC 薬以外の乱用歴：特に無し 
 
乱用時のエピソード：「ブロン『カリュー』は一箱

18 包入りなのですが、それを 9 包ずつ、半分に分

け、一気にまとめ飲みをしていました。」 
「使い始めの頃は、集中力が増し、勉強ができ

るようになり、実際に成績もあがったんですよ。

眠らずに徹夜で勉強することができましたし。他

の薬もいろいろ試してみましたが、他の薬は苦い

のであまり使いませんでした。ブロン『カリュー』

は美味しいのでこれを続けて使っていました。」 
 
OTC 薬購入時のエピソード：「僕が通っていたの

はドラッグストアではなく個人経営の薬局です。

ドラッグストアは警戒が厳しいですからね。あま
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り行きませんでした。よく買っていたのは４店舗

くらいの薬局で、いずれも個人経営の薬局です。」 
「一度に 10 箱くらい売ってもらえました。自

宅と薬局が同じような店舗の場合は、休日でも正

月でも構わずインターフォンを押して売ってもら

いました。何度も買いに行くうち、ブロンを安く

してくれる薬局や、支払いをツケでお願いできる

薬局までありました。」 
「症状のことを聞かれたことは一度もなかった

し、たぶん売る側も僕が乱用するために買ってい

たことは薄々わかっていたと思う。僕をしかって

くれる薬剤師なんて一人もいなかったです。」 
 
2. チェーンドラッグストア勤務薬剤師（研究 2） 

チェーンドラッグストアに勤務する薬剤師を対

象にグループインタビューを実施し、販売の現場

で乱用が気になる OTC 薬や、販売に関するエピ

ソードをたずね、以下の発言を得た。 
 

1) OTC 薬の頻回・大量購入に関する現状 
ブロン®：「以前に比べると乱用者は減っている印

象があります。日本人よりも外国人の乱用が目立

ちますね。工場が多く在日外国人が数多く住むエ

リアがあって、そのエリアの薬局では外国人によ

る乱用が今でもみられます。以前、薬局の駐車場

に空き瓶が転がっているのを発見したことがあり

ます。」 
「当薬局では、販売数を 2 つまでに制限してい

ます。また、電話などでまとめて注文を受けた際

には使用目的を確認しています。」 
 
ロキソニン®S：「昨年、スイッチ OTC 化された

ロキソニン®S が売れてまくっています。ブロン®
同様に販売数を制限していますが、3～4 箱を買い

求める方が多いです。大量購入を希望するのは 20
～30 代の女性が多いのではないでしょうか。」 
 
タケダ漢方便秘薬®：「30～40 代の女性の方で、

この OTC を定期的に買いに来るお客さんがいま

す。いつもマスクをしていて、とても細い方です。

以前『どうしてこんなに必要なのですか？』とお

聞きしたところ、『家族で使うためです』と言われ

ました。」 
 
新小児ジキニンシロップ®：「今、一番気になるの

は新小児ジキニンシロップです。比較的高齢の方

が、栄養ドリンク感覚で飲んでいるようです。「ア

ンプルが欲しい」というリクエストを受けます。

本来は子供用の風邪薬のはずなのですが、1 本を

まるまる飲んでしまうようです。」 
「薬局での販売方法もおかしいと感じているの

ですが、3 本パックで販売していたり、5 本セッ

トで買うと安くなったりします。陳列場所も小児

用なのに成人用のコーナーに置いてあります。」 
 
ドリエル®：「頻回購入や大量購入のイメージはあ

りません。この薬を買い求める方の多くはすでに

精神科などで睡眠薬を服用している方が大半じゃ

ないでしょうか。手持ちの薬が足りなくなったの

で、市販の睡眠改善薬を買い求める場合が多いと

感じています。」 
「しかし、連続購入にはならないようです。処

方薬と比べると効果の切れ味が良くないですし、

口渇などの副作用症状も出ますので、また買おう

とは思わないのかもしれません。」 
 
2) OTC 薬乱用に対する介入 
OTC 薬乱用に対する薬剤師による介入方法につ

いてたずね、以下の発言を得た。 
「チェーンドラッグストアでも調剤を中心に働

いている薬剤師は、調剤室にいる時間が圧倒的に

長く、OTC 販売に関わる時間的なゆとりがない状

態です。」 
「登録販売者の中にはやる気のある方もたくさ

んいらっしゃいますが、やはり医療従事者ではな

いので、『いかに売るか』ということが主眼とされ、

OTC 販売を適正使用の観点から捉えている方は

ほとんどいないように思います。」 
 「今回の話にでてきたような OTC 薬を大量に

頻回に売る際には第 2 類医薬品であっても薬剤師

による対面販売を義務付ければ、介入のチャンス

はあると思います。」 
「それが難しければ、まずは乱用のリスクがある

OTC 薬に啓発パンフレットなどを貼って販売す

るのはいかがでしょうか？健康被害に関する情報

だけでなく、薬物依存の相談先に関する情報が書

いてあった方がよいですね。」 
 「今回、薬物乱用・依存の話を聞いて、もっと

勉強したいと思いました。今思えば、OTC 薬の乱

用が疑われるようなケースもいたかもしれません。
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こういうことが勉強できる研修会があれば参加し

たいと思います。」 
 
3. 「富士モデル事業」薬剤師連携（研究 3） 

「富士モデル事業」とは、静岡県精神保健福祉

センターが関係機関との協働により進めている

「うつ・自殺予防対策」である。自殺の多い働き

世代の男性をターゲットとし、不眠症状からうつ

病の気づきを高める「睡眠キャンペーン」と、不

眠が継続している中年男性をかかりつけ医・産業

医から必要に応じて精神科医につなげる「紹介シ

ステム」を 2 本柱としている。 
富士市薬剤師会は、平成 19年 10 月からこの「富

士モデル事業」に参加している。市販睡眠改善薬

の頻回購入者を「うつ病のハイリスク者」とし、

2 週間以上続く不眠の有無や、医療機関受診の有

無を薬剤師が確認し、リーフレットなどを用いて

受診勧奨を行うものである。静岡県精神保健福祉

センターの報告によれば、平成 19 年 10 月～平成

20 年 9 月末の 1 年間で富士市内 87 ヶ所の協力薬

局において 386 件の指導実績が報告されている
15,16)。指導のきっかけは「市販睡眠改善薬」が最

も多いが、医師より処方されている睡眠薬をきっ

かけとする指導も存在している。「富士モデル事業」

に関わる薬剤師、精神科医、保健師より以下の情

報を得た。 
1) 特別なことをするわけではない 

 「薬剤師が『富士モデル事業』に参加しようと

した当初は、一部より『患者をうつと決めるのは

診療行為にあたる』や『うつという言葉を全面に

出したポスターを薬局に貼ること自体が許されな

い』という反対意見をいただきました。」 
「しかし、患者の症状を聞き、薬の効果や副作

用をチェックし、必要に応じて受診勧奨すること

は、薬剤師であれば日常業務で毎日実践している

ことです。『富士モデル事業』における薬剤師の関

わりは、患者のうつ病を診断することではなく、

薬剤師の業務として従来から実践している関わり

です。」 
「しかし、薬剤師は薬学教育の中で、薬理学の

知識はあっても、自殺に結びつくようなうつ症状

の話となると薬剤師全員が十分な知識を有してい

るとはいえないと思います。受診勧奨が行き過ぎ

たものになり、患者をうつと断定するような『診

療行為』と誤解されることがないようにするため

にも、『富士モデル事業』における薬剤師の関わり

をフローチャート化して整理することが重要と考

えています。」 
2) ドラッグストアでの関わり 

 「『富士モデル事業』では、県内のチェーンドラ

ッグストアにおいてポスターを薬局内に掲示して

いただいたり、リーフレットを設置していただい

たりと、主に啓発分野での協力をいただいており

ます。一般企業と同様、チェーンドラッグストア

の職員においても、『うつ』は身近なテーマであり、

事業の趣旨にご賛同いただけたようです。」 
「チェーンドラッグストアでは、市販睡眠改善

薬をまとめて10～20箱購入するような人に対し、

リーフレットを渡すなどの努力もしていただい

ておりますが、声をかけただけで次回から薬局に

来なくなり、その後状況がなかなか掴みにくいと

いうのが実態のようです」 
3) 調剤薬局での関わり 
「調剤薬局で関わる事例は、『病状が改善しな

い』、『薬が体にあっていない』、『薬の副作用

の心配』、『病院への不信感』などを相談される

ケースが多いです。薬剤師の関わりは、医師から

処方されている睡眠薬をきちんと飲んでいるか

といったアドヒアランスの確認が中心となりま

す。」「睡眠キャンペーンの情報はお薬手帳にも

掲載し、活用されています。」 
「向精神薬の過量服薬や薬物依存については

知識や経験が少ないため、正直よくわかりませ

ん。」「薬剤師は薬物乱用・依存というと、麻薬

や覚せい剤の話と考えがちであり、ブロンなど

OTC 薬の依存者がダルクに入所していることは

これまで知りませんでした。」 
 

Ｄ．考察 

１．乱用薬剤の選択性 
 市販鎮咳薬であるブロン®シリーズは、1980 年

の乱用問題を受け、成分が一部変更されている 8)。

1989 年に Methylephedrine を除去したブロン液

エース®を発売し、1995 年には Dihydrocodeine
も除去したブロン液 L®を発売している。ブロン

液エース®は、2000 年には 1 回服用量を 2 倍（配

合量は同量）とする新ブロン液エース®に変更と

なった。 
今回対象となった薬物依存者の主たる使用薬物

は、ブロン錠®およびブロン「カリュー」®であっ
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た。これらは、1970 年代より発売されている OTC
薬であり、発売当初より配合成分および配合量は

変更されていない。例えば、事例 1 の患者が服用

していたブロン錠 ® （ 84 錠入り）には、

Methylephedrine が計 350mg、Dihydrocodeine
が計 210mg 含まれる。ブロン乱用が社会問題と

なった 1980 年代に主に乱用されていたブロン液

W® に お け る 1 本 あ た り の 含 有 量 は 、

Methylephedrine240mg、Dihydrocodeine120mg
であった。 

したがって、ブロン錠®１ビン中に含まれるこ

れらの物質は、ブロン液 W®1 本の含有量を上回

っ て い る 。 ブ ロ ン 「 カ リ ュ ー 」 ® に は

Methylephedrine は含まれないものの、1 箱あた

り 180mg の Dihydrocodeine が含まれる。一方、

現在発売されているシロップ剤である新ブロン液

エ ー ス ® に は 、 1 本 あ た り 60mg の

Dihydrocodeine が含有されている。 
つまり、薬剤を一気に服用する乱用スタイルか

らみれば、シロップ剤よりもブロン錠®やブロン

「カリュー」®を選択する方が Dihydrocodeine
や Methylephedrine をより効率的に摂取できる

ことになる。対象者の薬剤選択には、含有量の多

さが影響しているかもしれない。市販鎮咳薬の乱

用問題というと、歴史的な経緯からシロップ剤を

想定しがちであるが、薬剤の含有量という点にお

いて、むしろ錠剤や顆粒に対する注意が必要であ

ろう。 
 しかし、Dihydrocodeine や Methylephedrine
は、当該薬剤に限らず、他の鎮咳薬や総合感冒剤

などにも含まれている。当該薬剤が乱用の対象と

して選択される理由は、その含有量の多さだけで

はないと考えられる。その他の理由として、当該

薬剤の「ブランド化」による影響が考えられる。

OTC 薬依存者へのインタビューによれば、いずれ

の事例も「友人からのすすめ」で当該薬剤の乱用

を開始していた。つまり、Dihydrocodeine や

Methylephedrine を含む OTC 薬が数多くある中

で、当該薬剤が乱用者の間で「ブランド化」され

ているために、当該薬剤が選択されている可能性

が考えられよう。 
もう一つの理由として、「薬剤特有の味」が影

響している可能性がある。事例 2 は、当該薬剤の

乱用を続けた理由として、「味の良さ」を挙げて

いた。ブロン「カリュー」®は顆粒剤であるが、

一般的に顆粒剤には苦味低減やマスキングの

目的で砂糖が添加されており、乱用者は、ブ

ロン「カリュー」®のマスキングを「美味しい」

と感じているのかもしれない。 
 
２．大量・頻回購入者への声かけ 

当事者へのインタビューでは、購入時の「薬剤

師への警戒」に関する発言が出された。乱用者に

とっては、症状や使用目的を確認する「声かけ」

をしてくる薬剤師がいる薬局は「買いづらい」と

され、逆に薬剤師の関与が少なく、コンビニ感覚

で購入できる薬局は「買いやすい」とされている

ようである。薬剤師が日常業務で行っている患者

への「声かけ」が OTC 薬の大量・頻回購入の抑

止力となっている可能性が示唆されよう。 
乱用が疑われる顧客に積極的に「声かけ」をし、

適正使用を守ろうとしている薬剤師がみられる一

方で、乱用が疑われる顧客に積極的に「乱売」を

続けている薬剤師も存在することが示された。乱

売を続ける薬局を法的に規制することはできない

が、例えば薬剤師会の DI（薬事情報）センター等

が、薬剤師会に加盟している薬局より情報を集め

る体制を作ることで、薬局における乱売を監視す

ることができるのではなかろうか。 
 
３．大量・頻回購入者への販売 

一方、チェーンドラッグストア勤務薬剤師への

インタビューでは、「第 2 類医薬品であっても薬

剤師による対面販売を義務付ければよい」といっ

た発言が出されている。現状のリスク分類におい

て、乱用・依存の対象薬剤の多くが「指定第 2 類

医薬品」である。「指定第 2 類医薬品」は、情報

提供するための設備（薬剤師相談カウンター）か

ら 7 メール以内に陳列するといった規定はあるも

のの、対面販売は努力義務に過ぎない。 
薬物乱用・依存の防止の観点から考えれば、薬

剤師による頻回購入者への介入は重要な役割であ

る。しかし、「調剤業務が忙しく、OTC 販売に関

われるゆとりがない」という発言にみられるよう

に、現場薬剤師のマンパワーにも限度がある。 
例えば、「指定第 2 類医薬品」は「登録販売者

による対面販売」を義務付け、薬剤師による介入

が必要と登録販売者が判断した場合は、薬局内の

薬剤師を呼ぶといった連携を図ることが可能では

なかろうか。 
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４．大量・頻回購入者への介入 
チェーンドラッグストア勤務薬剤師へのインタ

ビューにおいて、「乱用の対象となっている OTC
薬についてはリーフレットなどの啓発資材を付け

て販売する」というアイデアが出された。ただし、

啓発資材を対象医薬品に貼り付ける配布方法で

は、介入対象ではない通常の患者にも配布するこ

とになり、乱用・依存の防止を目的とする内容で

あっても、「逆に乱用・依存方法を周知させてい

る」と捉えられる危険性が想定される。したがっ

て、啓発資材の配布は、頻回購入者や大量購入者

に限定した方がよいと考えることもできよう。 
一方、啓発資材の内容は、薬物乱用・依存のリ

スクに関する情報のみならず、相談援助機関に関

する情報も掲載すべきであるという発言が出され

た。 
富士モデル事業における睡眠キャンペーンのリ

ーフレットには、こころの問題に関する相談窓口

として、市内のこころの医療機関（精神病院、診

療所）、精神保健福祉センター、労働者の健康相

談、労働問題の相談機関、多重債務に関する相談

機関、介護や子どもに関する相談機関など市内の

様々な援助支援情報が掲載されている 15)。こうし

た先行事例を参考にしながら、啓発資材の内容を

検討していくことが求められよう。 
 
５．疫学調査および薬剤師向け研修の必要性 

上述の頻回購入者への声かけや慎重な販売を推

進していくためには、薬剤師が OTC 薬乱用・依

存を十分に意識しながら業務に取り組む必要があ

ることは言うまでもない。 
しかし、薬剤師に対するインタビューの中では、

「依存症や過量服薬についての知識や経験が少な

い」、「OTC 薬の依存者がダルクに入所している

ことはこれまで知らなかった。」といった発言が

出された。OTC 薬の乱用・依存に関する薬剤師の

知識の程度や、現場での実践（頻回購入者への声

かけ経験など）に関する量的データは、依然とし

て不明である。来年度は、薬剤師（特にチェーン

ドラッグストアに勤務する薬剤師）の OTC 薬乱

用・依存に関する知識・態度・行動を疫学調査に

より明らかにし、今回インタビューで得た質的デ

ータを量的調査により確認する必要がある。 
 薬剤師の実態を量的データで把握しながら、薬

剤師（および「指定第 2 類医薬品」の販売に従事

する登録販売者に対する研修内容を組み立ててい

くことが必要であろう。 

 

Ｅ．結論 

 本研究では、OTC 薬の大量・頻回購入の実態の

一端を明らかにすること目的に、OTC 薬依存者、

チェーンドラッグストア勤務薬剤師、うつ自殺予

防対策の「富士モデル事業」における薬剤師連携

に携わる薬剤師を対象とする面接調査を実施し、

以下の知見を得た。 

1) 薬剤師が購入時に症状や使用目的を確認する

「声かけ」は、大量・頻回購入の抑止力とな

っている可能性がある。 
2) 現在、努力義務とされている「指定第 2 類医

薬品」の対面販売を義務化することで、薬剤

師が大量・頻回購入者に積極的に関われる可

能性がある。 
3) OTC 薬の大量・頻回購入時に、薬物乱用・依

存のリスクや相談援助機関の情報が記載され

たリーフレットを配布することで薬物乱用防

止につながるかもしれない。 
4) 薬剤師（特にチェーンドラッグストア勤務薬

剤師）向けの OTC 薬の乱用・依存に関する

研修が必要である。薬局薬剤師の OTC 薬の

乱用・依存に関する薬剤師の知識の程度や、

現場での実践（頻回購入者への声かけ経験な

ど）に関する量的データは依然として不明で

あり、疫学調査により実態を把握しながら、

研修内容を組み立てることが求められよう。 

 

Ｆ．研究発表 

1.論文発表 
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2) 嶋根卓也：思春期における薬物乱用の実態と

予防, 思春期学 29(1),13-18,2011. 

3) 嶋根卓也：薬局薬剤師を情報源とする向精神

薬の乱用・依存の実態把握に関する研究、埼

玉県薬剤師会雑誌,37(8)、17-21,2011. 
4) 嶋根卓也：薬剤師から見た向精神薬の過量服

薬,精神科治療学 27(1),87-93,2012. 

5) 松本俊彦、嶋根卓也、尾崎茂、小林桜児、和

田清：乱用・依存の危険性の高いベンゾジア
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1) 嶋根卓也、松本俊彦、和田清：調剤レセプト
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を情報源とする向精神薬の乱用・依存の実態

把握に関する研究. 平成 23 年度アルコール
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を用いた予備的研究. 平成 23 年度アルコー
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